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※手続の終了後に、警察・運輸支局において、保管場所ステッカーおよび車検証等の受取が必要
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ワンストップサービスを利用した手続き

ポイント①

全ての申請・納付手続きがオンライン
で一括して行うことが可能

ポイント②
いつでも、どこからでも、
２４時間３６５日手続可能

②検査登録申請、
自動車重量税納付

①車庫証明申請
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○申請・納付手続きのため、各機関を訪れる必要
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運輸支局

電子データ
のやりとり

ワンストップ化

今後の方針
（独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成２５年１２月閣議決定）より）

対象手続き
新車新規登録
（型式指定車）

（現在） （平成２９年度まで）

○ 対象手続き ： 新車新規登録

○ 稼働地域 ： １１都府県

対象手続きを拡大

全国に拡大

OSSの利用状況
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新車新規登録
のうち、約６割
がＯＳＳを利用

59%

83万件

○自動車の運行に必要な各種行政手続（検査登録、保管場所証明（警察）、自動車諸税の納税（県
税）を、ＯＳＳによりオンライン・一括で行うことが可能。

68万件

33万件14万件3万件
１万件１万件400件

自動車保有関係手続きのワンストップサービス（ＯＳＳ）とは？
別添

（岩手県、群馬県、茨城県、埼玉県、
東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、
奈良県、大阪府、兵庫県）
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